
一
頁

○
総
務
省
令
第
六
十
七
号

電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
電
波
法
（
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
電
波
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
八
日

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

電
波
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
電
波
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
一
条
の
十
五
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
第
三
号
」
の
下
に
「
、
第
五
号
の
二
」
を
加
え
、
同
項
第
五
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

五
の
二

法
第
百
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
総
務
大
臣
の
権
限

（
無
線
局
免
許
手
続
規
則
の
一
部
改
正
）



二
頁

第
二
条

無
線
局
免
許
手
続
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
四
条
の
三
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
災
害
等
に
よ
り
運
用
が
困
難
と
な
つ
た
無
線
局
又
は
包
括
免
許
に
係
る
全
て
の
特
定
無
線
局
に
係
る
当
該
届

出
は
、
当
該
無
線
局
又
は
特
定
無
線
局
の
廃
止
後
遅
滞
な
く
、
当
該
災
害
等
に
よ
り
無
線
局
の
運
用
が
困
難
と
な
つ
た
日

に
廃
止
し
た
旨
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
文
書
を
総
務
大
臣
又
は
総
合
通
信
局
長
に
提
出
し

て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
四
条
の
三
第
二
号
中
「
年
月
日
」
の
下
に
「
（
こ
の
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、
廃
止

し
た
年
月
日
）
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
た
だ
し
書
の
届
出
に
係
る
無
線
局
又
は
特
定
無
線
局
に
係
る
返
納
さ
れ
た
免
許
状
は
、
当
該
無
線
局
又
は
特
定
無

線
局
が
廃
止
さ
れ
た
日
か
ら
一
月
以
内
に
返
納
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

第
三
十
二
条
第
十
三
号
中
「
第
二
十
四
条
の
三
」
を
「
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
郵
政
省
令
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次



三
頁

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
箇
所
」
の
下
に
「
（
体
内
に
植
え
込
ま
れ
た
又
は
一
時
的
に
留
置
さ
れ
た
状
態
で
使
用
さ
れ

る
特
定
無
線
設
備
そ
の
他
の
当
該
表
示
を
付
す
こ
と
が
困
難
又
は
不
合
理
で
あ
る
特
定
無
線
設
備
に
あ
つ
て
は
、
当
該
特
定

無
線
設
備
（
取
扱
説
明
書
及
び
包
装
又
は
容
器
を
含
む
。
）
の
見
や
す
い
箇
所
）
」
を
加
え
、
「
（
当
該
表
示
を
付
す
こ
と

が
困
難
又
は
不
合
理
で
あ
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
特
定
無
線
設
備
に
あ
つ
て
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告

示
す
る
場
所
に
当
該
表
示
を
付
す
方
法
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
二
号
」
を
「
第
一
項
第
二
号
又
は
前
項
第

二
号
」
に
、
「
特
定
無
線
設
備
に
表
示
を
付
す
る
場
合
」
を
「
特
定
無
線
設
備
又
は
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ
製

品
に
表
示
を
付
す
る
場
合
」
に
、
「
同
号
」
を
「
こ
れ
ら
の
号
」
に
改
め
、
「
当
該
特
定
無
線
設
備
」
の
下
に
「
又
は
当
該

製
品
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

法
第
三
十
八
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
表
示
を
付
す
る
と
き
は
、
製
品
に
組
み
込
ま
れ
た
適
合
表
示
無
線
設
備
に

付
さ
れ
て
い
る
表
示
を
目
視
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
確
認
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
る
も
の
と
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
新
た
に
付
す
る
こ
と
と
な
る
表
示
は
、
容
易
に
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一

表
示
を
当
該
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ
製
品
の
見
や
す
い
箇
所
（
当
該
表
示
を
付
す
こ
と
が
困
難
又
は
不



四
頁

合
理
で
あ
る
当
該
製
品
に
あ
つ
て
は
、
当
該
製
品
（
取
扱
説
明
書
及
び
包
装
又
は
容
器
を
含
む
。
）
の
見
や
す
い
箇
所

）
に
付
す
方
法

二

表
示
を
当
該
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ
製
品
に
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
し
、
当
該
表
示
を
特
定
の
操
作

に
よ
つ
て
当
該
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ
製
品
の
映
像
面
に
直
ち
に
明
瞭
な
状
態
で
表
示
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
す
る
方
法

第
八
条
の
二
中
「
法
第
三
十
八
条
の
七
第
三
項
」
を
「
法
第
三
十
八
条
の
七
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「
箇
所
」
の
下
に
「
（
体
内
に
植
え
込
ま
れ
た
又
は
一
時
的
に
留
置
さ
れ
た
状
態
で
使
用
さ

れ
る
特
定
無
線
設
備
そ
の
他
の
当
該
表
示
を
付
す
こ
と
が
困
難
又
は
不
合
理
で
あ
る
特
定
無
線
設
備
に
あ
つ
て
は
、
当
該
特

定
無
線
設
備
（
取
扱
説
明
書
及
び
包
装
又
は
容
器
を
含
む
。
）
の
見
や
す
い
箇
所
）
」
を
加
え
、
「
（
当
該
表
示
を
付
す
こ

と
が
困
難
又
は
不
合
理
で
あ
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
特
定
無
線
設
備
に
あ
つ
て
は
、
総
務
大
臣
が
別
に

告
示
す
る
場
所
に
当
該
表
示
を
付
す
方
法
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
二
号
」
を
「
第
一
項
第
二
号
又
は
前
項

第
二
号
」
に
、
「
特
定
無
線
設
備
に
表
示
を
付
す
る
場
合
」
を
「
特
定
無
線
設
備
又
は
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ

製
品
に
表
示
を
付
す
る
場
合
」
に
、
「
同
号
」
を
「
こ
れ
ら
の
号
」
に
改
め
、
「
当
該
特
定
無
線
設
備
」
の
下
に
「
又
は
当



五
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該
製
品
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

法
第
三
十
八
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
表
示
を
付
す
る
と
き
は
、
製
品
に
組
み
込
ま
れ
た
適
合
表
示
無
線
設
備
に

付
さ
れ
て
い
る
表
示
を
目
視
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
確
認
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
る
も
の
と
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
新
た
に
付
す
る
こ
と
と
な
る
表
示
は
、
容
易
に
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一

表
示
を
当
該
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ
製
品
の
見
や
す
い
箇
所
（
当
該
表
示
を
付
す
こ
と
が
困
難
又
は
不

合
理
で
あ
る
当
該
製
品
に
あ
つ
て
は
、
当
該
製
品
（
取
扱
説
明
書
及
び
包
装
又
は
容
器
を
含
む
。
）
の
見
や
す
い
箇
所

）
に
付
す
方
法

二

表
示
を
当
該
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ
製
品
に
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
し
、
当
該
表
示
を
特
定
の
操
作

に
よ
つ
て
当
該
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ
製
品
の
映
像
面
に
直
ち
に
明
瞭
な
状
態
で
表
示
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
す
る
方
法

第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
中
「
箇
所
」
の
下
に
「
（
体
内
に
植
え
込
ま
れ
た
又
は
一
時
的
に
留
置
さ
れ
た
状
態
で
使
用

さ
れ
る
特
定
無
線
設
備
そ
の
他
の
当
該
表
示
を
付
す
こ
と
が
困
難
又
は
不
合
理
で
あ
る
特
定
無
線
設
備
に
あ
つ
て
は
、
当
該

特
定
無
線
設
備
（
取
扱
説
明
書
及
び
包
装
又
は
容
器
を
含
む
。
）
の
見
や
す
い
箇
所
）
」
を
加
え
、
「
（
当
該
表
示
を
付
す



六
頁

こ
と
が
困
難
又
は
不
合
理
で
あ
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
特
定
無
線
設
備
に
あ
つ
て
は
、
総
務
大
臣
が
別

に
告
示
す
る
場
所
に
当
該
表
示
を
付
す
方
法
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
二
号
」
を
「
第
一
項
第
二
号
又
は
前

項
第
二
号
」
に
、
「
特
定
無
線
設
備
に
表
示
を
付
す
る
場
合
」
を
「
特
定
無
線
設
備
又
は
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん

だ
製
品
に
表
示
を
付
す
る
場
合
」
に
、
「
同
号
」
を
「
こ
れ
ら
の
号
」
に
改
め
、
「
当
該
特
定
無
線
設
備
」
の
下
に
「
又
は

当
該
製
品
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

法
第
三
十
八
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
表
示
を
付
す
る
と
き
は
、
製
品
に
組
み
込
ま
れ
た
適
合
表
示
無
線
設
備
に

付
さ
れ
て
い
る
表
示
を
目
視
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
確
認
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
る
も
の
と
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
新
た
に
付
す
る
こ
と
と
な
る
表
示
は
、
容
易
に
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一

表
示
を
当
該
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ
製
品
の
見
や
す
い
箇
所
（
当
該
表
示
を
付
す
こ
と
が
困
難
又
は
不

合
理
で
あ
る
当
該
製
品
に
あ
つ
て
は
、
当
該
製
品
（
取
扱
説
明
書
及
び
包
装
又
は
容
器
を
含
む
。
）
の
見
や
す
い
箇
所

）
に
付
す
方
法

二

表
示
を
当
該
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ
製
品
に
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
し
、
当
該
表
示
を
特
定
の
操
作

に
よ
つ
て
当
該
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ
製
品
の
映
像
面
に
直
ち
に
明
瞭
な
状
態
で
表
示
す
る
こ
と
が
で
き



七
頁

る
よ
う
に
す
る
方
法

第
三
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
箇
所
」
の
下
に
「
（
体
内
に
植
え
込
ま
れ
た
又
は
一
時
的
に
留
置
さ
れ
た
状
態
で
使
用

さ
れ
る
特
定
無
線
設
備
そ
の
他
の
当
該
表
示
を
付
す
こ
と
が
困
難
又
は
不
合
理
で
あ
る
特
定
無
線
設
備
に
あ
つ
て
は
、
当
該

特
定
無
線
設
備
（
取
扱
説
明
書
及
び
包
装
又
は
容
器
を
含
む
。
）
の
見
や
す
い
箇
所
）
」
を
加
え
、
「
（
当
該
表
示
を
付
す

こ
と
が
困
難
又
は
不
合
理
で
あ
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
特
定
無
線
設
備
に
あ
つ
て
は
、
総
務
大
臣
が
別

に
告
示
す
る
場
所
に
当
該
表
示
を
付
す
方
法
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
二
号
」
を
「
第
一
項
第
二
号
又
は
前

項
第
二
号
」
に
、
「
特
定
無
線
設
備
に
表
示
を
付
す
る
場
合
」
を
「
特
定
無
線
設
備
又
は
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん

だ
製
品
に
表
示
を
付
す
る
場
合
」
に
、
「
同
号
」
を
「
こ
れ
ら
の
号
」
に
改
め
、
「
当
該
特
定
無
線
設
備
」
の
下
に
「
又
は

当
該
製
品
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

法
第
三
十
八
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
表
示
を
付
す
る
と
き
は
、
製
品
に
組
み
込
ま
れ
た
適
合
表
示
無
線
設
備
に

付
さ
れ
て
い
る
表
示
を
目
視
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
確
認
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
る
も
の
と
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
新
た
に
付
す
る
こ
と
と
な
る
表
示
は
、
容
易
に
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一

表
示
を
当
該
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ
製
品
の
見
や
す
い
箇
所
（
当
該
表
示
を
付
す
こ
と
が
困
難
又
は
不



八
頁

合
理
で
あ
る
当
該
製
品
に
あ
つ
て
は
、
当
該
製
品
（
取
扱
説
明
書
及
び
包
装
又
は
容
器
を
含
む
。
）
の
見
や
す
い
箇
所

）
に
付
す
方
法

二

表
示
を
当
該
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ
製
品
に
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
し
、
当
該
表
示
を
特
定
の
操
作

に
よ
つ
て
当
該
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ
製
品
の
映
像
面
に
直
ち
に
明
瞭
な
状
態
で
表
示
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
す
る
方
法

第
四
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
箇
所
」
の
下
に
「
（
当
該
表
示
を
付
す
こ
と
が
困
難
又
は
不
合
理
で
あ
る
特
別
特
定
無

線
設
備
に
あ
つ
て
は
、
当
該
特
別
特
定
無
線
設
備
（
取
扱
説
明
書
及
び
包
装
又
は
容
器
を
含
む
。
）
の
見
や
す
い
箇
所
）
」

を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
二
号
」
を
「
第
一
項
第
二
号
又
は
前
項
第
二
号
」
に
、
「
特
別
特
定
無
線
設
備
に
表
示

を
付
す
る
場
合
」
を
「
特
別
特
定
無
線
設
備
又
は
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ
製
品
に
表
示
を
付
す
る
場
合
」
に
、

「
同
号
」
を
「
こ
れ
ら
の
号
」
に
改
め
、
「
当
該
特
別
特
定
無
線
設
備
」
の
下
に
「
又
は
当
該
製
品
」
を
加
え
、
同
項
を
同

条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

法
第
三
十
八
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
表
示
を
付
す
る
と
き
は
、
製
品
に
組
み
込
ま
れ
た
適
合
表
示
無
線
設
備
に

付
さ
れ
て
い
る
表
示
を
目
視
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
確
認
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
る
も
の
と
す



九
頁

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
新
た
に
付
す
る
こ
と
と
な
る
表
示
は
、
容
易
に
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一

表
示
を
当
該
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ
製
品
の
見
や
す
い
箇
所
（
当
該
表
示
を
付
す
こ
と
が
困
難
又
は
不

合
理
で
あ
る
当
該
製
品
に
あ
つ
て
は
、
当
該
製
品
（
取
扱
説
明
書
及
び
包
装
又
は
容
器
を
含
む
。
）
の
見
や
す
い
箇
所

）
に
付
す
方
法

二

表
示
を
当
該
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ
製
品
に
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
し
、
当
該
表
示
を
特
定
の
操
作

に
よ
つ
て
当
該
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ
製
品
の
映
像
面
に
直
ち
に
明
瞭
な
状
態
で
表
示
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
す
る
方
法

様
式
第
七
号
注
１
及
び
様
式
第
十
四
号
注
１
中
「５

ミ
リ
メ

ート
ル
以
上

（体
積
が
1
0
0
c
c
以
下
の
無
線
設
備
に
あ
つ
て

は
直
径
３
ミ
リ
メ

ート
ル
以
上

）
」
を
「３

ミ
リ
メ

ート
ル
以
上

」
に
改
め
る
。

、（
登
録
検
査
等
事
業
者
等
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

登
録
検
査
等
事
業
者
等
規
則
（
平
成
九
年
郵
政
省
令
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
四
項
第
一
号
中
「
及
び
第
二
号
」
を
「
か
ら
第
三
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

６

法
別
表
第
四
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
陸
上
特
殊
無
線
技
士
は
、
第
一
級
陸
上
特
殊
無
線
技
士
と
す
る
。



一
〇
頁

７

前
項
の
陸
上
特
殊
無
線
技
士
の
資
格
を
有
す
る
者
は
、
海
岸
局
、
航
空
局
、
船
舶
局
及
び
航
空
機
局
以
外
の
無
線
設
備

等
の
判
定
に
限
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
五
条
第
五
項
中
「
及
び
第
二
号
」
を
「
か
ら
第
三
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
九
月

一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


